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１ 「核保有（核武装）」発言 
この発言を見過ごしてはいけないと考えて、急
遽取り上げることにしました。舌足らずなものに
なるかもしれませんが、この問題をきっちりと議
論すべきと考えて、この表題にしました。 
昨年１２月１８日の非公式取材でのオフレコ発
言です。オフレコにも「絶対的オフレコ」と「通常
オフレコ」があって、「絶対的オフレコ」な場合は
一切の公表はダメだが、「通常オフレコ」の場合は
状況に合わせて公開することもあるというそうで、
これは「通常オフレコ」であって、記者の判断によ
ってオープンにしたようです。 
一般に、オフレコであったのに公開したことを
問題にする向きもあると思いますが、私はそれに
対して「憲法１２条の自由と権利」の条項を対置
しています。表現の自由や言論の自由など、さま
ざまな自由の権利を憲法で保障しておりますが、
憲法１２条には、「『自由と権利』は不断の努力に
よって保持し、濫用してはならず、公共の福祉の
ために利用する責任を負う」と書かれていること
です。オフレコ発言であろうと、公共の福祉のた
めに利用する（公開する）というのは新聞記者と
しての責任であり、それによって私たちが重大な
内容を知ることができるのです。ですから、オフ
レコであっても重大発言であり、国民に影響を与
えそうだと判断した場合には、と広く国民に知ら
せることがジャーナリストの義務だと考えていま
す。 

この発言の要点は、３つです。 
・日本も核兵器を保有すべきである。 

・日本独自の核兵器体系（核武装）を議論する必
要がある。 
・核不拡散条約（NPT）との関係の問題や「非核
三原則」の見直しの問題を今後議論していく
べきである。 
これに類する論は、これまでも思いつきのよう
に出てきていました。安倍元首相も石破前首相も
アメリカとの「核共有」を言いましたし、昨年の参
議院選挙の時には参政党の候補者が「核兵器は安
上がり」などという発言をしたこともありました。
しかしこれらとは違って、今回の発言の重大性・
危険性を指摘しておくべきだと思いました。 
その第 1 の重要な点は、高市首相の対応です。
そもそも、この政府高官と呼ばれるブレーン（首
相官邸の補佐官）が、日本の核武装について見解
表明をしたことは、特に高市首相の施政方針への
影響力が大きいからです。今後の政治・政策に反
映される可能性が大きいという意味で、重大発言
だと言わねばなりません。 

２ この発言の重大性・危険性 
（１）高市首相の態度 
① 高市首相がノーコメントのままで一切言及
せず、この補佐官を処分していないのは、その見
解を暗黙の内に認めていると解釈できます。もっ
と深読みすれば、高市首相と高官の計画的な連携
プレイの可能性が高いと言えるでしょう。要する
に、「こう言いますよ」と高市首相の承認を得た上
で言っている可能性があるからです。 
高市首相は、今 60％とか 70％とかの高支持率
ですが、「強気の高市」で高支持を得ているという
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認識を持っていると思われます。強気でどんどん
政治を進めることを世論が評価していると思い込
んでいるのです。強気というのは暴走します。非
常に危いのです。 
② もう一つは世間の動向をみながら、「非核三
原則」見直しの動きを探っているのではないかと
推測されることです。これは高市首相が従来から
主張してきた持論であり、特に総裁選の立候補の
時に言明していた目標に近づけるために、この発
言を利用しようとしていると思われるのです。つ
まり、世間の動向を見ながら「非核三原則」見直し
の契機を探る算段のひとつで、高市首相の真意が
かなり濃厚に現れていると言えるのではないでし
ょうか。 
（２）発言の背景とその幅広い影響 
③ 次にこの発言の背景とその幅広い影響につ
いて見ていきましょう。この官邸高官とは元空将
らしく、名前もわかっていますが、ここでは言い
ません。自衛隊には戦前の国軍の後継者が多くい
ます。戦争が終わって一旦軍隊が解散した後、53
年に自衛隊が発足したのですが、その時かなり多
くの旧軍人が舞い戻ってきました。その後継者が
現在の自衛隊を構成しています。 
戦前の国軍の特徴は非科学的で精神主義であっ
たと言われていますが、その影響力は現在も極め
て大きく、戦前の軍の暴走を思い起こしますね。
アドバルーンを上げて様子を見、否定されないと
どんどん進めるのです。暴論の方がいかにも勇猛
であるかのように見えて強行する、このような戦
前の日本軍が使った手法が今また使われているよ
うに思います。 
かつて栗栖弘臣幕僚会議議長（有事超法規 78
年）、武田五郎議長（専守防衛否定 81 年）、田母
神俊雄幕僚長（侵略戦争否定 08 年）がそれぞれ
勇猛な発言を繰り返してきました。その場合、現
職の自衛官の発言であったため罷免されたのです
が……。 
④ さらにこの発言は、唯一の被爆国としての
日本の核廃絶運動への重大な挑戦であるというこ
とです。2024 年のノーベル平和賞を受賞した被
団協の人たちの訴えに水をさすものでもあります。
そして、「核兵器禁止条約（ＴＰＮＷ）」を真っ向か
ら否定する動きであるのは明らかです。 
⑤ そしてこの発言が、国際的に日本の核武装
の動きと警戒される危険性が高いということです。
日本の科学技術力は非常に高く、核兵器製造能力
を持ち、核兵器は2年でできると言われています。

プルトニウムを国内外合わせて４０トン所有して
います。プルトニウムは８kgで原爆一個ができる
と言われており、５０００発分の原爆の材料を日
本は持っているのです。もう一つ言えば、日本は
ウランの濃縮能力も持っていることを忘れてはな
りません。 
この発言によって、これまで培ってきた平和国
家としての日本への信頼が失われるでしょう。特
に、中東地域において日本の信頼はそれなりに高
く、テロが日本で発生しないことにもつながって
いたと思いますが、こういう状況になると、だん
だん危うくなります。グローバルサウスは世界平
和に大きく影響するようになっていて、私は期待
しているのですが、そういう国々への影響力が失
われることを強く危惧しています。 
（３）世界の核軍拡の風潮への便乗 
⑥ この発言のもう一つの悪影響は世界の核軍
拡の風潮に同調し、世界の核拡散の動きに乗ろう
としていることです。まず、NPTには「核保有国
への核軍縮の努力義務」が書かれていますが、そ
れを全く等閑視することに繋がっています。 
10月末にトランプ大統領が「核兵器の実験再開」
を戦争省に指令しました。この実験が具体的に何
を意味するかは不明ですが、まさかバイデン前大
統領時代に行なっていた臨界前核実験ではなく、
本格的な地下核実験等を考えているとすべきでし
ょう。このトランプ大統領の言葉を受けて、プー
チン大統領は「もしどこか核実験を行うならロシ
アも実験する」と言明しており、核実験競争が再
開される可能性が高いのです。 
また、新たな核軍拡の動きとしてNATO独自の
核配備計画があります。米国への核依存から離れ
て、独立した核配備計画を持とうとしているので
す。 
他方で、韓国が原子力潜水艦保有を米国に要請
し、認められました。新型の原子力潜水艦のウラ
ン燃料は濃縮率 90％以上のものが使われる可能
性が高いのです。一旦原潜に燃料を装荷すれば、
長期間ずっと潜っていられるからです。普通の濃
縮率は20％程度とされており、その場合は２ヶ月
に一回程度浮上して燃料の入れ替えをしなければ
なりません。新型原潜保有は核兵器に使用できる
高濃縮ウランの拡散につながっているのです。 
「安全保障戦略」３文書改定に向けた日本の防
衛省有識者会議の答申では、「次世代動力を活用し
た潜水艦」という巧妙な言い方をしていますが、
これはまさしく原子力潜水艦の保有で、そこに
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VLSという垂直発射型ミサイルを搭載することを
予定しているのです。日本は濃縮工場を六カ所村
に所有しており、原潜を所有すると高濃縮ウラン
作り、核武装に繋がっていく可能性があります。 
このように核軍拡・核拡散の世界的な風潮がど
んどん広がる中で、その潮流に乗った発言と言え
るでしょう。 

３ 非核三原則の見直し 
もう一つは「非核三原則」の見直し問題です。
1967 年に佐藤栄作首相が表明した非核三原則で
すが、語呂がいいから「持たず（保有しない）、作
らず（製造しない）、持ち込ませず（他国の核兵器
を日本に持ち込ませない）」と言っています。しか
しその重大さから言えば、次の３段階の順序とな
ります。 

第１段階は「核兵器の持ち込み」です。アメリカ
が日本に核兵器を持ち込むことを日本が容認する、
あるいはアメリカが日本の意向を無視して一方的
に持ち込む場合があります。現実に、かつて沖縄
に核兵器を置き、横田基地にもあったとか、横須
賀の潜水艦に搭載していたなど、一方的な核持ち
込みがありました。持ち込ませるというのは、日
本が承認して米軍が持ち込むことです。 
第２段階は米国と核共有をするという意味の
「持つ」があり、この場合は共同管理です。あるい
はアメリカから核を供与されて独自の核保有をす
ることです。これはちょっと考えにくいのですが。 
第３段階は「作る」。日本も核開発の主体となっ
て核武装を行うことで、最も危険な行為です。や
はり考えにくいですが・・・。 
注意すべきなのは、第一段が崩れると階段を昇
るように、第二段、第三段へと進み、核武装体制が
強化されていく可能性があることです。このこと
を私たちは十分警戒しておく必要があります。 
むろん、単純に進むとは思えません。核保有国
になると NPT から脱退しなければならないから

です。NPT は核保有国を米ロ英仏中に限るとし、
特にドイツ・日本の核保有を禁止したとされてい
ます。ですから、NPTからの日本の脱退はそう簡
単ではないのは確かです。おそらく５つの核保有
国は大反対するでしょう。しかし悪夢を言えば、
戦前の日本が国際連盟を脱退して軍国主義にひた
走ったように、NPTからの脱退は核武装した軍国
主義日本の危険な選択となるかもしれません。 
現在のところ、一気に非核三原則全体の見直し
は無理でしょう。それは日本には非常に強い反核
意識があるからです。国民は反核意識を非常に強
く持っています。そこで高市首相としては、まず
「持ち込ませず」を外して米国の核を日本に常備
する体制にし、核共有論に繋げていくことが狙い
ではないしょうか。 

４ 核抑止論の問題点 
核抑止論というのは、核兵器を保有しているこ
とを広言することで、敵の攻撃を諦めさせる＝抑
止する、という論です。核の脅しをかけるわけで
すから、所有するだけでなく、使用することが大
前提であり、核兵器を絶対的に使わない核抑止論
はあり得ません。 

核の使用は二通りあって、一つは《先制攻撃》、
いつでも核を先制のために使用するぞということ
と、もう一つは《懲罰的核反撃》、核攻撃を受けれ
ば懲罰として反撃するというものがあります。そ
して「核反撃①」は、少数の核の保有であっても分
散配置しておき、核基地を破壊されても、残った
一発で反撃しようというものです。「北朝鮮方式」
と言えます。一方、「核反撃②」は、多数の核を保
有して分散配置し、集中攻撃して敵を完全に殲滅
させるというものです。アメリカとロシアが核開
発競争をして、現在でもお互いに 5000 発以上も
持っているのはこの方式のためです。中国は今や
600発以上所有しており、米ロに続こうとしてい
ます。 
今、「拡大抑止」という言い方がされるようにな
っていますが、これは単純に言えば「核の傘」とい

（第１段） 持ち込ませず→持ち込ませる（米国
の核配備を容認する）、あるいは→持
ち込む（米国が一方的に核兵器を配
備する：かつての沖縄等）  

（第２段） 持たず→持つ（米国と核共有する 
共同管理）、あるいは米国から供与さ
れて独自の核保有をする 

（第３段） 作らず→作る（日本が核開発の主体
となる）核武装する 

 
 

《先制攻撃》「いつでも核を使用する用意がある」
プーチン大統領 
《懲罰的核反撃》 
→「核反撃①」残った一発で反撃する（少数の
核の分散配置）北朝鮮方式 
→「核反撃②」多数の核で敵を殲滅する（核の
大量保有・集中攻撃）米・ロ・中 
 
 



 4 
う意味です。米国の同盟国が核攻撃を受けたら、
集団的自衛権によって核で報復するというのが拡
大抑止論です。しかし、これにはジレンマがあり
ます。例えば、アメリカの同盟国の日本の東京が
攻撃されてアメリカが反撃すれば、当然ニューヨ
ークが攻撃される危険性があります。それでもア
メリカは反撃するだろうか？ということで、核の
傘が本当に機能するかどうか、非常に疑わしくな
ります。 

５ 「非核三原則」から「非核一原則」へ 
「非核三原則」は、現在の世界の核体制におい
て、日本が選択し得る最善の選択であることは確
かです。戦争による唯一の被爆国である日本が、
核兵器と一定の距離を置くための原則を明示して
いるからです。先に述べた段階論から言えば、そ
の三つの原則の重さの順は「持ち込ませず、持た
ず、作らず」になると思いますが、特にアメリカと
の関係において、「非核三原則」を前面に出して日
本の「非核」の立場を遵守しなければなりません。 

被爆 80 周年の年末にかけて、非核三原則見直
し、核保有もあり、という被爆国にあるまじき動
きが報道された。この問題、科学者・研究者として
どう捉えるべきか、改めて歴史も振り返り、呼び
かけたい。 

科学（物理学）が原爆を産んだ 
皮肉なことに原子物理学の進歩の歴史と世界
史・戦争の関わりで、原爆開発は並行して進んで、
核兵器は生まれ、そして使用された。 
歴史を振り返ると、1895年にX線が発見され、
翌年にはウラン放射線の発見。そのエネルギーは
何に由来するか、原子の構造はどうなっているの
か、探究が進み、原子の構造が、原子核、電子、陽
子、中性子などと、解明されていく。ウランより重
い原子を作るには中性子を原子核に入れてやれば
できるのではと実験すると、ウラン原子は２分し
て、質量欠損とそれに相当する巨大なエネルギー
が放出され、同時に２～３個の中性子が放出され、
連鎖反応が起こりうることがわかった。同時にこ
の時期、ヒトラー・ナチスが政権を握り戦争へ向
かう、原子爆弾を作るのではとの懸念からアイン

シュタインも関わり、マンハッタン計画が始動す
る。これについては最近の映画「オッペンハイマ
ー」でも描かれている。そして、最後には科学者の
日本への使用反対の声も無視して、広島、長崎へ
原子爆弾が使用された。 
日本でも原爆開発が追求され、陸軍と海軍で、
それぞれ二号研究と F 研究とされたが、資源のウ
ランの調達、技術の困難もあって、開発は断念さ
れた。「二」とは開発の中心の仁科芳雄に由来し、
「F」とは核分裂を意味するfissionからきている。 

広島・長崎と原水爆禁止運動の発展  
広島・長崎の惨状は、署名活動、平和行進、絵画、
音楽、歌声、文芸作品、漫画、映画、講談など多く
の分野で取り上げられ広められた。しかし、さら
にリアルにこれを、広く知ることがいま改めて求
められる。特に、若い世代がどう知るのかが課題
である。最近注目されているものに、高校生が被
爆者の体験を聴き取り、それをもとにして描いた
「原爆の絵」がある。 
原水爆禁止運動は、1954 年のビキニ事件を契
機に本格的に始まった。自然発生的な署名運動が

               赤井純治（軍学共同反対連絡会共同代表、新潟大学名誉教授） 
 

しかしながら、「非核三原則」は核兵器の存在を
前提としているため、核のあり様の問題に終始し
ています。そこで、さらにもう一歩進め、世界的
視野から「核兵器禁止条約」を私たちの目標とす
ることを確認したいと思います。つまり、「非核
三原則」に加えて、「一切の核兵器を廃絶する」
ことを目指す「非核一原則」こそ、私たちが追求
すべき究極目標であるということです。 
昨年 3 月に行われた核兵器禁止条約第 3 回締
約国会議において採択された宣言において、「核
兵器の使用に対する唯一の保証は、核兵器の完全
廃絶である。核兵器がもたらす壊滅的な人道的結
果とリスクは、核兵器のない世界の実現の緊急性
を支えている」との一文があります。 
日本政府は、この条約に参加することを拒み、
締約国会議にオブザーバーすら派遣していませ
ん。これに強く抗議するとともに、「非核一原則」
を私たちの揺るぎない基本目標としようではあ
りませんか。 
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杉並から始まり、3200万の署名が集まり（署名は
いつでも、原水爆禁止運動の原点と言われる）、翌
年原水爆禁止世界大会が開催され原水協が設立さ
れた。そして 1956 年に被団協が設立、1958 年
には元僧侶西本敦さん一人の行動から平和大行進
が国民的行事として始まり（最大時、一千万人以
上が参加）、今日につながる。途中、60 年代、不
幸な分裂があったが、今、核問題がさらに深刻に
なる中、2025年 7月、11月の原水協・原水禁・
被団協共同声明や、344万人の署名共同提出など、
取り組みが進みつつある。より大きな国民的結集・
共同が求められる。 

落とされなかった原爆 
1945 年 7 月 15 日、原爆の最初の実験の成功
を踏まえて、最終的な原爆投下命令書は 7 月 25
日に出された。それには、８月 3 日頃以降できる
だけ早く、天候が許す目視爆撃として、次の４都
市のうちの１つに特殊爆弾を投下せよ、と書かれ
ていた。その４都市とは、ヒロシマ、コクラ、ニイ
ガタ＆ナガサキ。このことは日本では知る由もな
かったが、新潟畠田県知事は次に新潟が新型爆弾
で狙われるのは必至とみて、８月10日に、新潟市
全市民への疎開命令を知事布告として出し、新潟
の町は空っぽになった。政府は、この疎開に反対
したが、知事独自の判断で市民を守ろうとしたそ
の決断は英断であったとも言える。 
小倉、新潟以外にも、それ以前の候補検討の中
では京都や横浜も含まれていた。これらの都市に
ついて『落とされなかった原爆---投下候補地の戦
後史』（鈴木裕貴著/中公選書）が最近出版されて
いる。小倉、新潟では準被爆都市という言葉も生
まれ、使われている。 
このことは、新潟市民にとって、否、日本・世界
の誰にとっても、核被害が非人道的殺戮行為の結
果であることを、自分ごととして捉える視点につ
ながる。例えばもし台風が西日本に長期に居座っ
ていたら、新潟に投下されたかもしれない、とい
うように。 
最初３発の原爆が製造され、実験に１つ、そし
て広島・長崎に使われ、次の原爆が製造されるま
でに数週間はかかっただろうと言われている。終
戦（敗戦）があと１ヶ月遅れていたら、新潟は被爆
都市となっていたことも推定される。 

世論に押され非核三原則 
日本の原水爆禁止運動は、被爆者を軸に広く国

民的な運動として、平和世論を作ってきている。
この世論に押される形で 1967 年に非核三原則が
佐藤栄作総理大臣により表明され、その後に複数
回、国会議決した国是となっている。この非核三
原則も一つの理由に佐藤栄作はノーベル平和賞を
受けている。だがこれ以外の佐藤栄作の対米追随
の政治はとてもノーベル平和賞に値するとは思わ
れない。アメリカの核政策に従い、核の傘を言い、
沖縄返還交渉の中で、「有事の沖縄への核持ち込み
および通過」を認める密約を結んだのである。 

高市政権の大軍拡の中での核持ち込み、 
核保有＝核武装志向 の危険な現局面 

いま大軍拡と戦争準備態勢作りが暮らしも生活
も健康も脅かしている。そして戦争準備へ一直線
に進んでいることに強い危機感を抱く。安保法制、
安保３文書改定、G D P２％前倒し、武器輸出５要
件撤廃、学術会議法人化、軍需産業を経済戦略へ
動員、経済安保、国家情報局～日本版C I A、スパ
イ防止法などは、佐々木寛氏の言葉を借りれば、
これらに補助線を引いて俯瞰すれば、戦争遂行の
体制づくりに一直線だ、ということである。 
この中の一つの課題として、非核3原則見直し、
さらに核保有、つまり核武装をいう元自衛隊空将
の総理補佐官が出てきた。これは、日本国憲法の
３つの特徴のひとつ、平和主義を真っ向から否定
するものである。また、被爆国という立場を全く
逆転させ、被爆という非人道的な戦争犯罪の被害
国から核攻撃を外国へ仕掛けるという非人道的加
害国へ逆転させる事態である。まるでユダヤ人
600万人が虐殺されことを忘れたかのように、ユ
ダヤ人国家イスラエルがガザでジェノサイドを行
うと同様の逆転劇をこの日本で許してはならない。
被団協にノーベル賞を授与したノーベル賞委員会
も侮辱しているし、まず根本的に、核兵器禁止条
約とNPTの２つの国際条約に違反する。また、被
爆国日本が核保有などするならば、世界で核保有
国が急増するという結果を生むであろう。こんな
無法を絶対に許してはならない。高市総理だけで
なく、小泉防衛大臣も、原子力潜水艦保有発言を
含め、あらゆる選択肢ということで核持ち込みに
踏み込もうとしており、二人とも、日本を戦争へ
引きこむ軽薄・軽率な軍国主義者と思う。しかし、
被爆国日本の国民の中には、広島・長崎といえば
響く反核の平和世論の底流は確かにあり、これに
依拠してなんとしてもこの流れを押し戻さなけれ
ばならない。 
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しかしいま、このように進む高市政権の支持率
がまだ高いままで留まるのは、女性初の総理大臣
とか、タガが外れたほどの勇ましい言葉で対外的
に言ってのける姿勢、排外主義的風潮にも同調し、
実行力がある指導者に見えていることによること
も大きいと思う。国民は、もっと賢くならなけれ
ばならない。また騙される責任ということもある
ことを指摘しておきたい。 
排外主義的な雰囲気が広がる中で、対中国に強
気を（本当は乱暴な）示す姿勢を実行力があるか
のように錯覚させている。対外的に強い姿勢とい
うなら、多くの犯罪行為を繰り返す米軍・米兵に
向き合うべきなのに、こちらには言われるままの
従順さ。対米従属の姿がここにもうかがえる。（1
月 3 日の米国のベネズエラ侵攻の軍事行動、大統
領連行は、まさに新植民地主義の暴挙であり、こ
の米国に高市政権が追従、従属的姿勢の危険を多
くの国民はもっと深刻に捉えるべきである。） 
 いまウクライナの戦争が終わらないうちに、「次
は台湾かもしれない」、「かつてないきびしい我が
国をめぐる安全保障環境」という枕詞を自民党政
権は使い、国民を脅し、催眠術を使うかのように
国民を誘導している。大手メディアの多くもこれ
を正面から叩かない問題も大きい。これはヒトラ
ー・ナチスのやり方と同じである。敵が攻めて来
ると言えば、国民を戦争へ動員できるということ
である。これに騙されてはならない。 

核抑止力論は破綻、フィクション、幻想である 
大きな課題は、核抑止論が有効かのように使わ
れていることである。だから、このような動きが
生まれ、騙しのテクニックが使われる。それもウ
クライナが核を放棄したから侵略された、という
論調でも使われる。よって、ここで、核抑止論が全
く成り立たないことを、完璧に論破しておくこと
が重要である。 
軍事的抑止力が必要と宣伝されるが、それは、
最終的には核抑止力に至る。核抑止論をいう人は、
核使用・核戦争の怖さをわかっていない。国民の
多くもリアルには知っていないのではないか。
2027 年に国連から専門家の報告がでる予定であ
るが、1980年代、すでに米ソ、あるいはスウェー
デン王立科学アカデミーの科学者らの研究で、ほ
ぼ同じ結論が出て、警鐘がならされている。当時
の世界人口44億人のうち、核戦争では、最悪の場
合まず11.5 億人が死亡し、それに続く核の冬で同
じ位が死亡する。つまり世界人口の半数ほどの死

者が出る。今の日本にあてはめれば１億 2000 万
人のうち、おそらく４000 万～5000 万人の死者
が科学的にすでに想定されている。あなたや家族
もこの中に含まれるかも、ということである。こ
れまで核兵器使用直前のヒヤリハット事象が何回、
何十回もあり、次は本当に核使用が起こりうると
いうのがリアルな現実である。その確率は、2025
年核兵器禁止条約（TPNW）締約国会議の中で、
原発の重大事故確率より高い確率だろうと科学者
から報告があった。2025年の広島・長崎でも核抑
止論について、世界大会参加の海外代表、国内の
識者、広島県知事等から、様々な指摘があった。以
下、要点を紹介しておこう。 
---------- 
◯核抑止で戦争が防げるとは頭の中のフィクション
にすぎない。ニュートンの万有引力の法則などのよ
うな普遍的原理ではない。核抑止力が働かないこと
がありうる。破綻寸前の事例が幾つもあった。国破れ
て山河ありということばがあるが、核抑止が破綻し
た結果は、言葉だけの国（人間も自然も何もない地
面）を守り人類と地球に大打撃という結末に至る。つ
まり、一見抑止できていると思っても、それが破れた
場合の結果に誰も責任は取れない。人類絶滅に等し
いほどの打撃である。 
◯抑止論が敗れた事例もある。例えば、フォークラン
ド戦争（紛争）、アルゼンチンが核保有国のイギリス
領のフォ―クランド諸島を攻撃した戦争。イギリス
は核攻撃をしなかった、人道上問題と考えたからで
あろうか。もし、アルゼンチンを攻撃したらどうなっ
ていたのか。 
◯戦争を抑止する仕方で、外交も抑止の一方法。この
抑止方法に力を尽くすこと！ 核を取り除く努力と
いう抑止の仕方を！ (核維持に年間 14 兆円、これ
を人々のために使うことができる）  
◯核抑止は力を誇示するが命を軽視する理論。さら
に社会、経済に重大な影響を及ぼし、人類の破滅をも
たらす。抑止論は全くの幻想である。 
◯人間の道徳的責任意識の欠如。そもそも核威嚇が
国際法の核禁止条約違反で、論外である。 
◯核抑止理論は全く合理性を持たない理論、安定的
でない理論。機能すると限らない/機能しない可能性
が高い理論。その場合は全人類が壊滅的影響を受け
る運だのみの理論、核拡散を助長する理論、人類の滅
亡につながる理論。人類が生み出した大きな負債で
しかない。 
----------- 
このように指摘される核抑止論は完全に破綻、
フィクション・幻想であり、論破されたと言える。
この不合理を正すためには、地球市民みんなで声
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をあげよう！との結論しかない。実は、核より強
い「武器」しかも理性的な最大のパワーを日本は
すでに持っている。それは９条であり、日本の平
和国家というブランド。これをもって闘う。「戦争
になったらどうするか」と言う人がいるが、戦争
になったら終わり。絶対に戦争にさせない闘いが
今必要である。戦争になったらどう戦うか、どう
避難するかではなく、どう平和を維持するか知恵
を絞り戦争させないため声を上げるのは今である。 
また、被爆者の高齢化で10年後の 90周年が危
ぶまれるなどと言われるが、それより前に人類/＝
あなたの余命は～89秒、皆さんの命は89秒（終
末時計）しかないと言い返したい。自分ごととし
て捉えなさい、とは被爆者の発言としてあった。 
核抑止論でだめなら具体的にどうするか。徹底
的な平和外交では、ASEAN の取り組みに好例が
ある。米露中など敵対国も包摂した議論の場を設
定し、年 1500 回も諸分野の課題でやっている。
それでもダメだった場合、どうするかという意見
もあるかもしれない。F B での議論にヒントを得
たが、私は、万が一、他国から侵略された場合、９
条を持つ日本としては、武力で応戦でなく、屈服
するのでもない、非暴力抵抗運動で対抗するべき
ではないか、と思うようになっている。インド、ガ
ンジーの非暴力抵抗運動、非暴力不服従に類似す
る。私は、この正義の構えは、最終的に必ず勝利す
るとの確信を持ち、この方向を検討すべきと提案
したい。自らの安全を守るために、武器任せ、核兵
器任せ、人任せ、アメリカ任せにしないことであ
る。（このアメリカ任せ、米軍依存がどんなに理が
通らないか。ベネズエラへの侵攻・軍事行動の無
謀を見ても一目瞭然ではなかろうか。国連憲章も
国際法も何もないならずもの国家である。これに
従属、実質支配されている現状がある。アメリカ
依存とは、核兵器依存・核兵器信仰なのである） 
憲法前文の最後の１行を思い出すべきである。
つまり、“国民が全力をあげて崇高な理想と目的を
達成することを誓う”という言葉である。全力をあ
げる、これこそ、平和憲法を我々が主体的にとら
えることだと思う。この個人の主体性が今の日本
人に問われている最重要課題の一つではないか。
歴史を学び、主体的に考える賢さと、行動する勇
気、これ以外に平和を守る道はどこにもない。 

科学者の社会的責務としての核廃絶の声を上げ
ること、そして軍事研究に携わらない矜持を 
ノーベル賞受賞者の梶田隆章東大教授（前学術

会議会長）は、原水爆禁止世界大会で次のような
趣旨の発言をされた。 
科学は宇宙の謎を解いたり、地球環境問題等に
重要な貢献をするが、原爆開発にも物理学者は関
わった。だから常に倫理性、人間性が問われてい
ることを自覚すべきである。何のための、誰のた
めの科学かが問われるし自問すべきである。今日
の核戦争、核使用の危険性は偶発的であるか、意
図的であるかにかかわらず極めて深刻であり、人
類文明の終焉、人類の死をもたらす。 
同様の趣旨であるが、私も講義の中で、核兵器
は科学が生み出したもの、これが人類へ想像を絶
する打撃を与えることがわかった今、これを廃絶
するまでの責任・責務が科学者倫理としてある、
とこれまで語ってきた。よって、核持ち込み、核保
有には、断固反対の声を科学者も今、上げるべき
である。さらに、AI による自律型殺人兵器や脳科
学活用のサイボーグ兵士などの応用も追求され、
これらも含め、戦争へ科学を使わせない、という
のは科学者の最低の倫理である。デュアルユース
の甘言、騙しの言葉に乗ってはならない。改めて
軍事研究には携わらないという矜持を大学と知性
ある研究者は持つべきである。 

付記１：新潟では 1 月 22 日、核兵器禁止条約発効
５周年の記念日に、恒例の取り組み：新潟平和の波行
動を予定している。家々のドアノブにメッセージを
つけた折り鶴を飾り出すとともに、古町での 22 日
街宣で今年は、人間の鎖にならって「折り鶴の鎖」を
行うことを計画している。折り鶴とメッセージ短冊
を右手に持って手を繋ぎ、鎖にする企画である。 
付記２：この稿を書き上げた後、国会冒頭解散との動
きとなってきている（1月 15 日段階）。これは全く
大義なき解散、自己都合党利党略、疑惑隠し・失政隠
し解散でしかない。政治と金の問題、企業団体献金禁
止をうやむやに、統一教会内閣と言っていいほど統
一教会に汚染されきった自民党、トランプの無法に
何一つ抗議できない、ならずもの国家に付き従うそ
の姿勢と大軍拡。これらが国会論戦で追及される前
に、メディアが基本的な問題を鋭く追求しないこと
にもよる表面的な内閣支持率が高いうちに、選挙を
やって、上記の問題・疑惑に全て蓋をしてしまおうと
いう狙いであろう。    
その意味では、追い込まれての解散でもある。騙す
方が最も悪いが、批判的精神を失ったメディも責任
が重大であるとともに、国民の知性も問われている。
国民が賢くならないと、平和と自らの命を守れない。 
この選挙で、核持ち込み、核保有の問題も大きな争
点にして論陣をはりたい。核抑止論（核持ち込み、核
保有への道）は、突き詰めれば、日本へ核攻撃を呼び
こみ、自分が被爆者となるか被爆死する道である。 
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1. 防衛装備庁安全保障技術研究推進制度の開始
と北大からの応募・採択 
2015 年度に始まった防衛装備庁の安全保障技
術研究推進制度は 10 年を経た 2025 年度に大学
からの応募数が123件となった。2019・2020年
度にはその数が一桁であったことからは想像でき
ない伸びとなっており、2022 年度以降は毎年倍
増するという異常さである。2025 年度には従来
の委託事業に加え、大学研究者の応募を狙った補
助事業が始まったことも急増の一因と考えられる。
本論考では、このような状況の中で北海道大学が
果たした役割についてまとめたい。 
北海道大学が最初に安全保障技術研究推進制度
に応募し、採択されたのは制度開始の2年目2016
年度のことである。工学部教員が代表者となって
採択されたテーマは「マイクロバブルの乱流境界
層中への混入による摩擦抵抗の低減」で、船舶の
高速化・省エネ化を促進する技術として、軍事用
だけでなく民生用にも利用可能な「デュアルユー
ス」技術として研究が進められた。全国にある７
つの総合基幹大学の一つであった北海道大学が防
衛装備庁の研究予算に申請したことは社会の耳目
を集め、新聞・テレビでも大きく報道された。この
防衛装備庁予算の申請は、当時部局長であった名
和豊春工学研究院長・工学部長（2014 年 4 月就
任）によってなされたものである。この名和氏は、
2017年 4月から北海道大学総長となった。 

 

日本学術会議は、安全保障と学術に関する検討
委員会を設置し、2016 年 6月からほぼ 1年間か
けて防衛装備庁の研究費を含めた問題に検討を加
えた。その検討結果を受けて日本学術会議幹事会
が声明「軍事的安全保障研究に関する声明」を
2017年 3月に発出した。この声明は多くの学会・
大学の判断基準として機能し、多くの大学ではこ
れ以降、安全保障技術研究推進制度への応募が減
少した。すでに研究費を受け取っていた北海道大
学では 2 年目の研究が継続されていたものの、３

年目にあたる 2018 年度の研究を辞退し、「（日本
学術会議の）声明を北大としても尊重するため」
と新聞報道されている。研究費を出す側が、研究
の進捗状況を査定して、研究の継続を打ち切ると
いうことはあり得るが、応募した研究費の受け手
側が途中で研究費受け取りを辞退することは例を
見ない。 
北海道の大学・高専関係者有志アピールの会
（HUAG）が北海道大学に情報開示請求で入手し
た資料によれば、研究費の辞退は名和氏の後任で
ある増田隆夫工学研究院長が 2018 年 3 月 28 日
に防衛装備庁安全保障技術研究推進制度プログラ
ムディレクター宛に発出した文書「安全保障技術
研究推進制度『マイクロバブルの乱流境界層中へ
の混入による摩擦抵抗の低減』について（通知）」
に依っている。そこには「日本学術会議の声明を
踏まえ、新たな契約は行なわないこととしたので
通知します」として研究費辞退の理由が明記され
ている。この通知文は発出の前々日にあたる 3 月
26日に起案され、稟議書には「至急」と赤字で書
き込まれている。そして、この文書を決済するた
めの稟議書の備考欄には以下のように記載がある。
「H29.2.21（水）のPO（プログラムオフィサー）
サイトビジットの際に、A 教授、防衛装備庁側 3
名、本学側5名（B研究振興企画課長、C同補佐、
D総務課長、E経理課長、■）」(ただし、開示文書
中の姓はA-E と表示、■は開示文書中の黒塗り部)。
H29（2017）年 2月とはこの稟議書が回される1
年程前のことである。つまり、2018年に通知文の
受け取り側となる防衛装備庁が、1 年前に北大の
研究辞退を了承していたことになる。2017 年と
は、日本学術会議の声明に向けた動きが具体化し
ている時期のことであり、防衛装備庁側も「辞退
自身はやむを得ない」と判断していたと推測でき
る。 

3. 北海道大学総長の解任、日本学術会議新会員の
任命拒否・組織改編 
北海道大学では 2019 年 7 月 10 日に総長選考
会議が文部科学大臣に「役員たるに適しない」と

～北大は を目指すのか～ 
山形 定 北海道大学大学院工学研究院 特任助教（環境工学） 

北海道の大学・高専関係者有志アピールの会 事務局次長 
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して、「総長の解任の申出について（通知）」を出し
た。翌 2020 年 6 月 30 日に当時の萩生田文部科
学大臣が非違行為を理由に、総長解任を決定する
と、それを待っていたかのように総長選が行われ、
意向投票で最高得票を得た宝金清博氏が総長に就
任した。宝金総長は選挙期間中には北大教職員組
合（以下、北大職組）による質問「教職員が納得す
るためにも、名和前総長の解任過程に関して、学
内に検証の場を設けるべきではないでしょうか。」
に対し以下のように答えている。「全体として、私
を含めて北大の構成員が納得できる解明がなされ
ていないことについて、同感です。訴訟への進展
も含めて、扱いの難しい案件であることは事実で
す。しかし、北大の名誉、北大の一般職員の利益、
北大の学生の利益が損なわれない方向で、可能な
限り、全体像の調査を考えています。」 
 このように、宝金氏は 3 名の候補者の中では総
長解任に関する事実解明に最も積極的な姿勢を取
っていた。しかし、総長就任後に行われた北大職
組との会見時には「事実関係についてはかなりの
部分を把握できており、改めて事実確認すること
は必要ないだろう。裁判になるとの話もあるので、
デリケートな話であるが、後日振り返るために北
大150年史にそれなりの分量を、我々の言葉で書
いていくことを考えている」と、その態度を大き
く後退させた。 
 総長を解任された名和氏は 2020 年 12 月に札
幌地裁に「解任処分の取り消し」などを求めて提
訴した。また、巷間に広がっていた「総長はパワハ
ラ行為が原因で解任された」との風聞について事
実確認するために、北海道大学のハラスメント相
談室に自らを加害者とするハラスメントの訴えが
あるのか否かについて開示請求を行なった。情報
開示について大学からの回答は「存否自身を回答
しない」というものであったが、これについても
提訴したところ北大は「ハラスメント訴えは無か
った」と情報開示した。解任処分の取り消しを求
める裁判は、その後 1 年半をかけて行われ、証人
尋問もなされた。しかし原告側が請求した当時の
大学役員の証人尋問を裁判所が採用しなかったた
め、証人の多くは名和氏からパワハラを受けたと
訴えた職員等となった。その結果、大学運営や大
学の自治という視点から考えなければならない
様々な問題点が裁判の過程で明らかになることは
なく、2024 年 3 月 13 日、札幌地裁は「原告の
非違行為は多岐にわたり、学長に適していないと
の判断は正当だ」として、名和氏の請求を棄却す

る判決を言い渡した。判決では、国立大学法人法
における学長解任の構成要件について判断を示さ
なかった。名和氏は控訴することなく判決が確定
した。 
 2020 年 10 月、当時の菅 義偉（すが よしひ
で）首相が日本学術会議の新規会員候補について
６名の任命を拒否した。これについては任命拒否
された 6 名の個人情報開示請求とそれに続く裁判
が続いているが、既に前任の安倍晋三首相時代に
６名について任命を認めないとする文書が作られ
ていたことが明らかになっている。その後の政権
による日本学術会議の解体的な組織改変からわか
ることは、学術界を代表する組織である日本学術
会議を、国と問題意識を共有する組織に変えよう
としていることである。 
 学問の論理に基づき、時の政府とは異なる見解
を出すこともある日本学術会議、そして日本学術
会議の出した声明を尊重して政府が進める軍学共
同路線の一里塚である安全保障技術研究推進制度
に自ら申請し採択されながら研究途中で辞退した
北大、この二者は当時の政権にとって軍学共同を
進める政策遂行にとって大きな阻害要因になって
いたと考えられる。 

4. 北海道大学の軍学共同再開 審査制度の制定
と申請数の激増 
北海道大学では、2022 年 11 月 8 日、前工学
研究院長の増田隆夫理事名で「国内外の軍事・防
衛を所管する機関などとの研究取り扱い」という
通知が出された。これは同年 9 月 26 日の役員決
定に基づくものである。そこには「以下 a～cに該
当する機関との研究（資金提供）を行う場合は、事
前に審査を行います。a 国内外の軍事・防衛を所
管する公的機関から資金提供を受けて研究を行う
場合（受託・共同研究等）、b 国内外の軍事・防
衛を所管する公的機関から委託を受けた機関から
再委託として資金提供を受けて研究を行う場合
（受託・共同研究、寄付金等）、c 国内外の軍事・
防衛を所管する公的機関の資金提供プログラム等
に応募する場合（受託研究、助成金等）」とある。 
 北大では 2016 年に初めて安全保障技術研究推
進制度（防衛装備庁）に申請した時には、このよう
な研究費を組織的に受け入れる体制ができておら
ず、申請と同時並行的に「デュアルユース研究に
対する相談体制」（2020年 10月廃止）を作った。
しかし、2018 年度の研究費を辞退したことを受
け実質的に防衛装備庁研究費を受け入れることが
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できなくなっていた。2022 年学内に審査制度を
作ることで、防衛装備庁研究費申請の道を再び開
いたのが、かつて自らが「日本学術会議の声明を
踏まえ、新たな契約は行わないこととした」と通
知した増田氏であることは単なる偶然なのか疑問
である。 
この審査制度により、軍事・防衛を所管する機
関などに研究費を申請した研究者は、その研究が
「大学によって認められたもの」というお墨付き
を得られるため、自らの研究が軍学共同なのか否
かなどについて対外的に説明する必要性がなくな
った。防衛装備庁からの研究費を受けて大学で研
究することについて研究者が自ら判断することな
く、「大学が自分の研究について進めてよいと判断
したので防衛装備庁からの研究費でやっています」
と言えるようになったのである。研究者が受ける
外部からの問題指摘を北大が全面的に受けること
で、研究者が軍学共同の研究に専念できる体制を
北大は整備したことになる。 
2022 年 9 月 26 日の役員会決定は、同じ日の
「北海道大学における研究インテグリティの確保
に関する基本方針」という役員会決定に基づいて
なされたものである。基になった役員会決定では、
「科学者及び本学における研究の健全性・公正性
（研究インテグリティ）を自律的に確保するため」
の基本方針の 2 番目に「所属する科学者の研究イ
ンテグリティを確保するための体制を構築し、必
要な 情報の申告を受けるとともに、適切なマネジ
メントを行う。特に、軍事・防衛を所管する 国内
外の機関等との研究の取扱については別に定める」
とある。本来研究の公正性を意味するインテグリ
ティという考え方を軍学共同推進の根拠として使
うことは大きな問題である。 
 この審査制度が作られた 2023 年度以降、北海
道大学の安全保障技術研究推進制度への応募・採
択は熊本大学と並んで、他大学を抜きんでている。
2023 年以降北海道大学から申請された件数は、
2023年が3件（大学からの申請23件の13%）、
2024 年が 3件（大学からの申請 44件の 7%）、
2025年が 4件（大学からの申請123件（委託・
補助の両者合計）の3%）であり、大規模研究S（５
年で最大20億円の研究費）を毎年申請・採択され
ている。このように北海道大学は、かつての研究
辞退を挽回するかのように安全保障技術研究推進
制度への応募を繰り返し、採択され続けている。 
このように軍学共同を推進している北大であるが、
2025 年の審査では初めて申請不可の判断がなさ

れたと北大職組が機関紙「ほくだい」996 号
（2025.11.27）で伝えている。その詳細は、開示
された文書からは判断できないものの、北大は「軍
事利用に限定した研究は実施しない」（軍学共同反
対連絡会の質問に対する回答 2022.9.26）とし
ていることを考えれば、研究者の中にはこの一線
を越えた研究申請すら起きているとも考えられる。 

 
 近年の軍事費の激増は主にアメリカ軍需産業へ
多大な貢献をするような形で進められており、そ
れは 2025 年の日米首脳会談時にトランプ大統領
が高市首相に大量の兵器発注を感謝したことに象
徴される。しかし日本の軍需産業業界はそれ以前
から、1997 年をピークに減り続けた防衛関連費
に危機感を抱き、「防衛生産・技術基盤」という概
念を作り出して政府に国産兵器開発に向けてロビ
ー活動を続け、これを受けて安倍政権は 2014 年
に防衛生産・技術基盤戦略を作った(松村、日本の
科学者、2016.10 月号)。その中には「大学や研究
機関との連携強化」、「デュアル・ユース技術を含
む研究開発との連携・活用」、「防衛用途として将
来有望な先進研究に関するファンディング」が謳
われている。そして 2022 年の経済安全保障法制
定に向けた政府の有識者会議資料には「軍事技術
開発への研究者の動員」とまで書かれている。か
つての侵略戦争を反省することなく再軍備を目指
す日本は、近隣諸国の「軍事的脅威」を煽りながら
国内の軍需産業に研究者を動員して軍産学官複合
体を作り、軍需産業を成長産業と位置付け海外へ
の武器供与を目論んでいる。 
 防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度は、防
衛生産・技術基盤戦略の「防衛用途として将来有
望な先進研究に関するファンディング」の実現で
あるが、同戦略に書かれた「デュアル・ユース技術
を含む研究開発との連携・活用」として登場した
のは、経済安全保障法（2020 年 5 月成立）を基
に作られた「経済安全保障重要技術育成プログラ
ム」（Kプログラム、2022 年 12 月募集開始）で
ある。これまで民生用技術の開発を進めてきた
NEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構）や JST（国立研究開発法人 科学
技術振興機構）からの研究費は、これまでも大学
の研究者にとって大きな研究費資源であった。こ
れらの組織が予算付けするＫプログラムは、大型
研究費獲得という研究者の実績になると受け取ら
れているようである。実際、この研究費を獲得し
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た研究者の中にはＫプログラムに採択されたこと
を積極的に発信している例もある。しかし、Ｋプ
ログラムは、採択された各テーマに関連する省庁
がそれぞれのテーマに対して作られる「指定基金
協議会」に加わっており、そのほとんどに防衛省・
防衛装備庁が経済産業省、外務省、文部科学省と
ともに、名を連ねている。そして、Ｋプログラムに
参画する研究者は、研究に必要な秘密情報を提供
されるとともに守秘義務「安全管理措置」が課せ
られ、これに違反すれば処罰されることになる。
このため、これに応募する研究者は「セキュリテ
ィークリアランス」という制度によって、情報を
漏らす恐れがないか身辺調査をされることになる。
このような制度に研究者が組み込まれれば、研究
成果の発表が制限されることにより学問の発展に
貢献できないのはもちろん、外国籍の研究者や留
学生の人権問題も起こりかねない。また、若手研
究者や大学院生が研究成果を発表できなければ業
績をあげられずに将来の道が狭められてしまうで
あろう。狭められた将来の道に対して、待ち受け
ているのはこのような国抱えの構造の中で大きく
成長すると期待される軍需産業である。大学に安
全保障技術研究推進制度やＫプログラムを持ち込
むことは日本の学術体制を大きく歪め、日本の研
究者を再び戦争に動員することになることは歴史
の教えるところである。 

6. 競争的環境の中で危機にある大学の現状を打
開するために教育予算の抜本的拡充を 
現在、一部の大学は 10 兆円規模の大学ファン
ドの運用益から多額の助成が受けられる国際卓越
研究大学への採択にしのぎを削っている。一歩先
んじた東北大学に続き、東京科学大学が採択され、
京都大学は候補、東京大学は継続審査となってい
る。東京科学大が認定された理由「研究分野・組織
の壁を越える抜本的改革を目指し、執行部のリー
ダーシップの下、全学的に検討された計画」を作
成したという評価は、裏返して考えれば、認定さ
れなかった大学は強力なリーダーシップを発揮で
きる大学になっていないと評価されたことになる。
これは、大学における学長の独裁制を推進しかね
ない評価であり、極論すれば国際卓越大学には大
学の自治は不要と言うものであろう。 
 2004 年の国立大学の法人化以降、基盤経費が
削られ続けた一方で次々と作り出される競争的研
究費獲得のために、日本の大学は大学間競争を強
いられてきた。そのような中で「大学版経済的徴

兵制」とも比喩される軍学共同がすでに国内で広
がっている。研究を真理探究の手段ではなく、国
家のため、あるいは自らの利益の手段と考えるよ
うな研究者が増えた時、真理を求める研究者は大
学から駆逐されてしまうだろう。すでに軍事研究
に舵を切っている日本の研究体制を、戦争を放棄
する憲法を持った国の大学にふさわしいものに再
転換するのは多くの市民、そしてその支援を受け
た研究者自身である。平和憲法の下で「二度と戦
争協力をしない」ことを繰り返し誓った戦後の日
本の研究者の意志を引き継ぎ、これを守り発展さ
せることこそ、今の日本の研究者の責務である。 
 2004 年の国立大学法人化以降、国立大学の運
営費交付金は 1600 億円以上が削減され、私立大
学では国からの私学助成金が経常費の１割を下回
る水準におかれたままとなっている。大軍拡を推
し進める政権におもねることなく、軍事予算を削
って、大学の基盤的経費を含めた全ての教育予算
を抜本的に拡充させることが必要である。持続的
な社会を作るためには教育の充実が不可欠であり、
そのためには学内外で現状を訴え、その問題点を
広く国民的共通認識にしていくことが求められる。 

【北海道の大学・高専関係者有志アピールの会（HUAG）】 
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に反対する
－戦争をさせない、若者を再び戦場に送らないため
に－北海道の大学・高専関係者有志アピール運動を
すすめる会の略称。 
英語表記：Hokkaido Universities and Technical 
Colleges Volunteer Appeal Group （HUAG） 
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定（2014年 7
月 1日）に反対し、同年8月発足。 
当会の facebook： 
https://www.facebook.com/peace.hokkaido/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道大学に関連する本ニュースレターの記事 
すべて下記からダウンロードできます 
http://no-military-research.jp/?cat=6  

02 号 16.11.20 16 年度北大の採択に抗議する 
17 号 17.11.29 北大総長の軍学共同容認に反対する 
23 号 18.06.30 北大、研究３年目に助成を辞退 
55 号 21.04.16 北海道からの報告 
57 号 21.07.04 北大名誉教授の虚偽発言について 
76 号 23.02.17 「北大から見る軍学共同」（山形 定） 
85 号 24.02.10  23 年度採択についての北大の回答 
108 号 25.12.28  25 年度に採択された北大を含む

11 大学への公開質問書 
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私たちは2025年初頭、「地方大学の危機を憂え
る退職教員の会」を結成し、運営費交付金の増額
を訴え，市民に実情を広める活動を行なってきま
した。その中で，研究費がかく窮乏する状況では
大学の研究者が軍事研究に傾斜する恐れがあると
警告を発してきました。今それが現実になりつつ
あります。そこで昨年11月末、大学が軍事研究に
手を染めることを阻止する活動を行うために８名
の愛媛大学、松山大学の現職及び退職教員が呼び
かけ、約40名の参加者のもとで講演会（演者小松
正幸愛媛大学名誉教授(元学長)）を行い、そこで冒
頭の会の結成を行いました。 
小松講演はまず大学が今いかに苦しい財政状況
にあるか、それが日本の科学研究力を著しく劣化
させていること、若手研究者が研究職につけない
ために激減し、今後研究力はさらに低下してゆく
のが実態であること、そうした中で、防衛装備庁
は2015年、「安全保障技術研究推進制度」を立ち
上げ、大学や公的研究機関、企業を対象に研究費
の公募を始めました。この軍学共同について防衛
省の安全保障技術研究は、民生技術であることと
それが将来は防衛技術としても使えるいわゆる
dual-use であることが謳い文句で、そのことが大
学がこの推進制度に応募する際の言い訳になって
いるのが実情。しかし、補助金を出す防衛省の方
針は明確で、「近年、技術革新により民生技術が急
速に進展しており、これらの技術はこれまでの戦
いを一変させる可能性も秘めていることから防衛
にも応用可能な先進的な民生技術を積極的に活用
することが重要」であるとし、「防衛分野での将来
における研究開発に資することを期待し、先進的
な基礎研究を公募する」と明言しているように、
この安全保障技術研究推進制度はあくまでも防衛
技術の革新にその目的がある。とくに注目される
のはAI やセンサー、ロボテイクスの活用による自
律的無人航空機、無人潜水艦の開発を目論んでい
ることです。軍事研究は究極的には戦争への道を
準備するのであり、我々はこれを絶対許してはな
らないが、いくつかの大学が「軍事研究を行わな
い」規定を緩和ないし撤廃するところも出ている
のが実情であることを危惧していると訴えました。 
【参加者からの意見】 
・今日聞いたような話は一般的にはほとんど

知られていない。もっと広めるために小規模で
いいから継続的に学べる場を提供してほしい。 
・軍事研究に従事するのは研究者だが、軍事研
究のあり方や研究成果は国民全体に関係して
くるから、本会は学者だけでなく、一般市民を
加えた方が良い。 
・大学人の中に会員を増やしていく必要がある
が、実際に軍事研究に関連するのは理工系の研
究者に限られるので、それ以外の研究者にとっ
ては自分に関係ないと見なされてしまう恐れ
がある。軍事研究を促すのに障害になるとして、
学問の自由を脅かす学術会議の法人化が強行
されたという経緯からみて、この問題は学問の
自由に深く関わっている。また、研究費の不足
が軍事研究への誘導要因であることからすれ
ば、基礎的研究費を保証して研究環境の整備を
求めていくことも重要なテーマだ。 
・大学人を広く会に結集していくために、軍事
研究反対と並んで、学問の自由と環境整備を求
めていくことを運動の柱として位置づけてい
くべきだと思う。 
最後に、会としては、今後「軍学共同反対連絡会」
と連携して大学に軍事研究を持ち込もませない運
動を行うことを宣言しました。また、「愛媛大学が
軍事研究を行わないこと」、また、「愛媛大学の科
学研究における行動規範」(平成 18 年 6 月制定)
の改訂を行わないよう学長に申し入れることを決
めました。 ↓連絡会事務局からのお知らせ 
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「未来への宣言」 Declaration for the Future 
https://www.dpg-
physik.de/veroeffentlichungen/publikationen/stellungn
ahmen-der-dpg/abruestung-und-
sicherheitsfragen/declaration-for-the-future  
 2025年、国際量子科学技術年に際し、日本物理学
会（JPS）とドイツ物理学会（DPG）の代表者は、「量
子革命」から 1 世紀の節目を記念して、ドイツ・ミ
ュンスターに集いました。この革命は人類にもたら
された恩恵と革新に比類がないものです。次の 100
年には、さらに大きな進展と人類社会への貢献が期
待されます。このことを踏まえて、私たち物理学者
は、科学の歴史を省みつつ、科学的挑戦を導いてきた
理念を再考し、同時に科学が担う責任について深く
思索しなければなりません。 
 17 世紀の古典物理学から、1925年前後に確立さ
れた革新的な量子力学に至るまで、人類は原子スケ
ール現象の理解を深め、原子核の分裂を人工的に引
き起こすことを可能にしました。これらの飛躍的進
歩から100年を経た今日、量子原理は現代生活の多
くを支える基盤となっています。物理学者は今後も
量子力学を探究・発展させ、その応用を拡大すること
で、量子社会を推進していくでしょう。物理学的原理
に基づく社会的貢献は、量子科学にとどまりません。
例えばAI 技術の画期的な進展は、2024年のノーベ
ル物理学賞にも見られるように、物理学の基礎概念
に依拠し、物理学者が変革的な未来を形づくる一翼
を担っています。 
 しかし、歴史を理解することは未来を構想するた
めに不可欠です。物理学の成果は、過去において敵対
的目的に悪用されてきました。日本とドイツは80年
前に終結した第 2 次世界大戦に関して、特有の立場
にあります。大戦の終結直前には、広島と長崎に核攻
撃が行われました。物理学者として、人類に与えたそ
の深刻な影響を直視し、より良い未来を築いていか
なければなりません。 
 1955 年 7 月 9日のロンドンにおけるラッセル・
アインシュタイン宣言、2024 年 7 月 15 日のリン
ダウ、2025 年 7 月 16 日のシカゴにおけるノーベ
ル賞受賞者による宣言は、ともに「核戦争は人類の存

続と両立しない」ことを明言しました。さらに、1957
年 4月 12日のゲッティンゲン宣言では、18人のド
イツ人物理学者が「核兵器の製造・実験・使用には関
与しない」と誓い、それがドイツの国家政策に大きな
影響を及ぼしました。これらの事例は、物理学者が革
新的な物理知識の創出者であるだけでなく、気候変
動や核兵器、その他潜在的に危険な破壊的技術とい
った人類文明に関わる地球的規模の課題に取り組む
うえでも貢献していることを示しています。 
 物理学者の知識は、核兵器使用の帰結を理解する
助けとなります。高線量被曝、放射性降下物、大気圏
への煤（すす）の注入といった事象が、地域の壊滅、
種の絶滅、生態系の破壊につながることは、多くの科
学的研究で示されています。物理学者は、核軍縮のた
めに必要な検証技術を開発し、核兵器使用の帰結に
関する社会的認識を高めることで、このような破滅
的未来の回避に貢献することができます。 
 また、地球温暖化、持続可能なエネルギー生産、環
境汚染、持続可能な開発といった未来の課題に対応
するには、科学者・政策立案者・利害関係者の間で、
継続的かつ学際的な対話が不可欠です。さらに、科学
的知見が外交に反映されることや国際的な科学者コ
ミュニティー内での議論も必要不可欠です。1648年
にウェストファリア条約が結ばれたミュンスターは、
科学と労働の成果を平和と人類の福祉に捧げ、戦争
や破壊、文明の没落に利用しないという歴史的教訓
を想起させます。ニュートンの遺産とミュンスター
の平和の伝統、これら 4 世紀の歴史は、人類にとっ
て「物理学と平和」に関する時代を超えたメッセージ
を伝えています。 
 私たちは、この宣言を特に未来を創造する若い世
代に向け、気候変動や核戦争といった人類の存亡に
関わる課題に積極的に向き合い、人類の進歩のため
に努力することを強く呼びかけます。 
 私たち物理学者は、前述の宣言を支持し、物理学の
平和的応用を推進することで、人類の生存と発展に
貢献することを誓います。私たちは、大量破壊兵器、 
とりわけ核兵器の開発・製造・実験・配備・使用に参
加しないという現在の国際的合意を、一層強固なも 
のとすることを求めます。 
 また、私たちは、国際的な紛争は、武力によらず、

【資料】核兵器を生み出した科学者の責任と倫理をめぐる宣言の紹介 

日本とドイツの物理学会が、2025 年 11 月 14 日にドイツ・ミュンスターで物理学の平和利用の推進
などを誓う共同宣言「未来への宣言」を発した。AI を用いた新たな兵器開発が進む中で、核兵器を生み出
した物理学者は物理学の平和的応用を推進することで人類の生存と発展に貢献することを誓うと述べてい
る。あわせてそこで言及されている二つの宣言、およびパグウォッシュ広島宣言を紹介する。核戦争の可
能性が生じる中で世界の科学者が声をあげている。防衛費を用いて研究しようとする日本の科学者はその
ような危機感と状況認識を持っているのだろうか。科学者としての倫理が問われている。（小寺隆幸） 
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平和的かつ外交的手段によって解決されるべきであ
ることを強く訴えます。最後に、世界中の物理学会お
よび学術団体が、この取り組みに参加することを呼
びかけます。 
  日本物理学会第81代会長 宮下 精二 教授 
第 75代 DPG会長 クラウス・リヒター教授 

============================== 
核兵器に関する2024年のマイナウ宣言 
  Mainau Declaration 2024 on Nuclear Weapons 
1955 年 7 月、リンダウで会合を開いた 18 人の
科学におけるノーベル賞受賞者は、人類に自滅の手
段を与える核兵器の開発がもたらす計り知れない危
険について世界に警告する宣言を発表しました。 
その後数十年にわたり、核兵器保有国の数、弾頭の
数、そしてその破壊力は10倍に増加しました。これ
まで核戦争を回避できたのは幸運でしたが、今、状況
は深刻です。核兵器は拡散し、軍備管理協定は破棄さ
れ、軍拡競争が加速しています。今日の、分断され、
二極化した世界では、偶発的あるいは意図的な行為
によって、これらの恐ろしい兵器が使用される可能
性が非常に高く、私たちが知っている人類文明の終
焉を招く可能性があります。 
私たち、異なる国、異なる信条、異なる政治的立場
を持つ、下記に署名した科学者は、世界の人々と指導
者に対し、私たちの警告に耳を傾け、この大惨事を防
ぐために行動するよう呼びかけます。 
すべての国は、核兵器が二度と使用されないよう、
確約しなければなりません。 
もし彼らがこれを実行する覚悟がなければ、彼ら
は存在しなくなるでしょう。 

梶田隆章「核兵器に関する 2024 年のマイナウ宣言」 
2025 年 11 月発行の日本物理学会誌 80 巻
11 号から梶田氏の許可を得て一部転載する。 

「2022 年 2 月 24 日ロシアはウクライナに侵攻
を開始した。…今まで核兵器保有国が戦争の抑止を
口実に保有してきた核兵器を、ロシアは自国が進め
る侵略戦争をいわば邪魔させないための脅しにも使
ってきている。核兵器と戦争抑止の考え方が変わっ
たと言ってもよいのではなかろうか。 
このようななか、第73回リンダウ・ノーベル賞 
受賞者会議が2024年 6月30日から7月5日まで
ドイツのリンダウで、そして最終日はマイナウ島で開
催された。毎年分野が変わるが 2024 年は物理学の
年であった（ノーベル化学賞受賞者も参加していた）。
そして、David Gross が述べているように，『偶然で
あれ意図的であれ，恐ろしい核兵器が使用される可
能性があり、我々が知っている人類文明の終焉をも
たらす可能性がある。我々は、世界の人々と指導者た
ちにこの可能性について警告し、我々の警告に耳を

傾け、この大惨事を防ぐために行動するよう促す必
要があると感じた。』との認識を持って、この機会に
発信をすべきだとなった。そこでこの会議に参加し
ていたノーベル賞受賞者が集まって議論し、最終日
にマイナウ島でのセッションで宣言の発表となった。
この宣言が発出された日に署名したノーベル賞受賞
者はこの原稿の著者を含む30名で、その後2024年
9月 25 日までに合計 104 名の受賞者が署名した。
さらに、この会議に参加していた若い研究者と過去
の参加者 600 名以上からも賛同の署名を得た。（以
下声明英文など略） 
この記事を読んでいただいた物理学会員の皆様が、
元々は物理学者が開発した核兵器が急速に不安定化
しつつある世界の現状にてらして深刻な問題であり
続けていることを再認識していただく機会になるこ
とを希望する。」 
註：マイナウ宣言1955.7.1５はドイツの核科学者オ
ットー・ハーンとマックス・ボルンが起草し、マイナ
ウ島で提言され、リンダウで行われた第 5 回リンダ
ウ・ノーベル賞受賞者会議に参加していた湯川秀樹
を含む18人のノーベル賞受賞者が署名した。 
=============================== 
ノーベル賞受賞者会議 核戦争防止宣言2025年 

Declaration for the Prevention of Nuclear War 
Bulletin of Atomic Scientists とシカゴ大学の共催
による「ノーベル賞受賞者会議：核戦争防止に向け
て」25年 7月 14～16日で採択された宣言 
https://nobelassembly.org/declaration/ 
核時代 80 周年を迎えた今、世界は重大な局面を
迎えています。国際的な議論は不信と不和に彩られ、
国際社会が直面する課題は計り知れないほど膨れ上
がっています。しかし、文明を一瞬で滅ぼしかねない
課題はただ一つあります。 
1955 年と 2024 年、ノーベル賞受賞者たちはマ
イナウに集い、核戦争がもたらす存亡の危機につい
て世界に警告を発しました。世界の核兵器備蓄量と
核リスクの削減においては大きな進歩が遂げられて
きましたが、今、私たちは誤った方向へ進んでいま
す。新たな、複雑で危険な核軍拡競争の幕開けを前
に、ノーベル賞受賞者と核兵器政策の専門家たちは
今こそ共に語り合わなければなりません。 
核戦争への恐怖が国家間の安定を維持する上で一
定の役割を果たしてきたことは否定しません。しか
し、常に恐怖に依存した世界安全保障構造は、結局の
ところ無謀な賭けです。過去に核の大惨事を回避し
てきたとはいえ、時間と確率の法則は私たちの味方
ではありません。世界の指導者による核戦争阻止に
向けた明確かつ継続的な努力がなければ、私たちの
幸運は最終的に尽きることは間違いありません。 
核戦争のリスクを真に排除する唯一の方法は核兵
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器を廃絶することですが、核軍縮達成に向けた長期
的な取り組みを支える、重要かつ時宜を得た措置が
存在します。この点を念頭に、下記に署名したノーベ
ル賞受賞者および核兵器政策の専門家は、世界の指
導者に対し、その権力、能力、そして影響力を駆使し、
以下に列挙する実践的な行動を実行するよう呼びか
けます。 
トリニティ実験の 80 周年にあたり、核実験が人
類の健康、環境、国際の平和と安全に及ぼした重大な
結果を想起し、私たちはすべての国に対し、核爆発実
験の一時停止への公約を改めて表明し、包括的核実
験禁止条約の速やかな発効を確保するために必要な
措置を取るよう呼びかけます。 
戦略的安定と核リスク削減のための措置と合意は
地球規模の公共財であることを認識し、ロシアと米
国に対し、2010 年の新戦略兵器削減条約の後継条
約に関する交渉に直ちに着手し、当面は同条約の核
心的制限を遵守しつつ、両国の核戦力全体に対処す
るための対話を拡大するよう 求める。中国に対し、
急速に拡大する核戦力について、実質的かつ持続的
な議論に直ちに着手するよう求める。すべての核兵
器国は、前提条件や結果に対する先入観を持たずに、
核に関する議論に臨まなければならない。さらに、す
べての国とその指導者に対し、核リスク削減に関す
る二国間および多国間の対話に臨むよう求める。  
人工知能（AI）をはじめとする新興技術がもたらす
前例のない深刻なリスクを認識し、我々はすべての
国に対し、これらの技術の科学的、法的、軍事的影響
について、協力的な対話を強化するよう呼びかけま
す。AI の誤りやすさを認識しつつ、我々はすべての
核保有国に対し、核指揮統制に対する人間による意
味のある強化された管理と監視を確保すること、そ
して受領した情報の信頼性と軍事力行使の是非に関
するあらゆる意思決定の慎重さを判断するための意
思決定期間を延長することを求めます。さらに、人間
の誤りやすさを認識しつつ、我々はすべての核保有
国に対し、核力行使に関するあらゆる意思決定に少
なくとも2人の担当者が関与することを確保する「2
人ルール」を導入するよう求めます。 
戦略攻撃核兵器の実現可能性と有効性を損なおう
とする試みが不安定化を招く性質があることを理解
し、我々は中国、ロシア、米国に対し、戦略攻撃兵器
と戦略防御兵器の相互関係を認め、戦略ミサイル防
衛への巨額投資を放棄するよう求める。 
宇宙は地球全体の共有財産であり、核兵器を宇宙
に配置する可能性が極めて危険であることを認識し、
私たちはすべての国に対し、宇宙条約の原則と義務
を再確認し、この極めて重要な協定を新たな技術や
進化する技術を考慮して更新するよう呼びかけます。 
原子力事故や誤算の可能性を認めつつ、我々はす

べての核武装国に対し、相互間の安全な通信回線を
拡大し危機予防と管理のための手段とメカニズムに
関する多国間対話の回数と頻度を増やすよう求める。 
核兵器不拡散条約（NPT）が国際的な軍備管理・不
拡散体制の礎石であることを確認しつつ、我々はす
べての国に対し、同条約に定められたすべての不拡
散・軍縮の目的と義務を公に再確認し、同盟国を含む
いかなる国による拡散も拒絶し、非難するよう呼び
かけます。さらに、我々はすべての国に対し、多国間
核外交とそれを支える機関への政治的かつ実質的な
支援を強化し、拡大するよう呼びかけます。  
広島と長崎への原爆投下によってもたらされた惨
禍と核戦争の重大な人道的結果を振り返り、私たち
はすべての国々に対し、限定的あるいは地域的なシ
ナリオも含め、核紛争の環境、社会、軍事、経済への
影響に関する投資と共同研究を増やすこと、そして
近く設置される国連の核戦争の影響に関する独立科
学パネルを支持することを求めます。   
政治的意思の欠如が核リスクの軽減を妨げている
ことを理解し、 私たちは科学者、学者、市民社会、
そして信仰共同体に対し、世界の指導者に対し核リ
スク軽減措置を実施するよう必要な圧力をかけるよ
う呼びかけます。     
核戦争という大惨事を防ぐこと以上に重大な責務
はありません。これらの実行可能かつ達成可能な措
置は、世界の指導者たちがこの厳粛な課題に取り組
む上で役立つでしょう。ノーベル賞受賞者のバート
ランド・ラッセルとアルバート・アインシュタインの
言葉を、彼ら一人ひとりが指針とするようお願いい
たします。「私たちは人間として、人類に訴えます。
人間性を忘れず、それ以外のことは忘れてください。」 
私たちの生存と将来の世代の生存が危機に瀕して
います。 

鈴木達治郎「ノーベル賞受賞者会議：核戦争防止に向けて」 
会議に参加した鈴木氏がその概要を平和フォーラム
「平和軍縮時評」2025年 8月31日に記している。 
http://www.peace-forum.com/p-da/jihyou202508.html 
それによると運営委員会には David Gross 博士
（2004年ノーベル物理学賞）、Brian Schmidt 博士
（2011 年同）、パグウォッシュ会議（1995 年ノー
ベル平和賞受賞）からKaren Hallberg 事務総長、日
本被団協（2024年同）から和田征子事務局次長等が
参加した。会議での議論についても詳しく書かれて
おり、ぜひ全文を読んで頂きたい。「『宣言』は核兵器
禁止条約に触れていないので核兵器廃絶国際キャン
ペーンや国際核戦争防止医師会議、日本被団協から
の参加者は署名しなかった。『戦略的安定性が世界共
通の公益』という表現も、核抑止からの脱却をめざす
視点からは不適切な表現ともいえるそれでもノーベ
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ル賞受賞者が集まって核問題を議論し、宣言に署名
したことは大変有意義だった」と鈴木氏は記してい
る。天野浩、梶田隆章、野依良治、山中伸弥氏を含む
129名のノーベル賞受賞者が署名した。 
================================ 
第 63 回パグウォッシュ会議広島大会「広島宣言」 

 HIROSHIMA DECLARATION 2025 
広島と長崎への原爆投下から 80 年、人類は将来
を左右する重大な分岐点に立っている。世界は、対立
の激化、外交の弱体化、核兵器使用を抑制してきた規
範の崩壊に直面している。国連憲章と国際法に基づ
く国際秩序は今まで以上に危機に瀕している。核兵
器保有国は核軍拡と近代化を進め、核拡散のリスク
は高まり、「核タブー」は明白な核威嚇の脅威にさら
されている。核施設に対する最近の通常兵器による
攻撃は、保障措置が適用される核施設への攻撃また
は攻撃の威嚇を禁止する約束に対する明らかな違反
である。科学者や技術者を標的とした殺害は、国際法
をないがしろにするものである。終末時計は現在あ
と89秒を指しており、これは史上最悪であり、核の
危険性が増大しているという厳しい警告である。 
 ここ広島から、私たちは強い信念をもって宣言す
る。いかなる状況下においても核兵器は二度と使用
されてはならない。核戦争は国家のみならず人類そ
のものの未来をも破壊するからだ。広島と長崎への
原爆投下は、戦争の悲劇であるだけでなく、未来に続
く人類の良心と道徳の破壊を象徴するものだ 
 そのような未来を回避するためには、対立ではな
く対話が不可欠である。パグウォッシュ会議は「対立
を越えた対話」を基盤として創設された。深い敵意の
時代でさえこうした対話が軍縮を可能にしてきたこ
とを歴史が証明している。2010 年の新戦略兵器削
減条約（New START）が 2026年に期限切れを迎え
るにあたり、米国とロシアの新たな関与が不可欠で
あり、対話は全ての核保有国に拡大されねばならな
い。信頼醸成措置、地域協力、新興技術の責任ある管
理がそれに続くべきである。来年に開催される核拡
散防止条約及び核兵器禁止条約の再検討会議は、信
頼回復と軍縮を国際安全保障の中核に戻す絶好の機
会である。また、包括的核実験禁止条約の発効にむけ
て、あらゆる努力を傾注せねばならない。宇宙環境の
兵器化を防ぐため、各国は宇宙条約の原則と義務を
再確認し強化すべきである。 

 壊滅の脅威をもたらす核抑止政策では本当の平和
は築けず、真の安全保障を提供しない。核兵器への依
存を排除することは、道義的義務であると同時に戦
略としても必要である。各国は先制不使用政策を採
用し、非核保有国に対して消極的安全保証を無条件
に供与し、協力と共通の安全保障の枠組みを強化す
べきである。非核兵器地帯の取り組みは、信頼と協力
を通じて軍縮が達成可能であることを示している。 
 科学者と専門家は、知識と科学的根拠、倫理的判断
に基づいて指導者を導く特別な責任を負っている。
科学コミュニティーは、核兵器禁止条約科学諮問グ
ループと国連核戦争影響科学パネルの活動を強化し、
人工知能、量子技術、バイオテクノロジーといった新
技術がもたらす不安定化のリスクに対処するため断
固たる行動を取らねばならない。 
 さらに、市民社会は道徳面で平和のための原動力
であり続けている。ノーベル平和賞を受賞した、パグ
ウォッシュ会議、国際核兵器廃絶キャンペーン、国際
核戦争防止医師会議、日本被団協の取り組みは、市民
と科学者が良心を呼び覚まし未来を形成していける
ことを証明している。世代を超えて響き渡る彼らの
メッセージは、今も私たちの羅針盤だ。ノーモアーヒ
ロシマ。ノーモアーナガサキ。ノーモアーウォー。戦
争と武力行使を放棄する日本国憲法第9条は、1955
年のラッセル=アインシュタイン宣言が訴えた「戦争
そのものの廃絶」に繫がるものだ。両者は良心の不滅
の灯台として、真の安全保障は武器や武力の行使で
はなく、多国間主義、法の尊重、対話と正義、そして
私たちが共有する人間性にこそあると確信させる。 
 2025年広島パグウォッシュ会議が、ラッセル=ア
インシュタイン宣言の不屈の次のメッセージに導か
れ、対話と軍縮、そして全人類のための恒久平和への
転換点となることを願う。「人類の一員であることを
心にとどめ、他のことは忘れよ」 

2025年 11月 5日 

【小寺付記】 正式名称「科学と世界の諸問題に関する

パグオッシュ会議」は 1957 年 7 月 7 日、カナダのパグウ

ォッシュに集まった湯川秀樹、朝永振一郎、小川岩雄、

マックス・ボルン、ジョリオ＝キュリーら 22 人の科学者に

より創設された。広島大会は米ロを含む39カ国・地域か

ら約 300 人が参加した。なお現会長のシャハリスタニ氏

はイラクのフセイン政権下で核兵器開発への協力を拒

否し 10 年間投獄された気骨ある核物理学者である。 
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